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■ 【条例第２条第２項】、【規則第2条】
条例の対象となる「浸水予想区域」とは具体的に?

➡ 平成26年6月豪雨による浸水被害が発生した相ノ沢区域とする。

ただし、条例施行日における農地法第４条第６項第１号ロ（２）で
定める農地及び１千平方メートル以上の雑種地を除く区域
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■対象となる行為とは? 【条例第２条第３項】

以下の貯留浸透阻害行為を1,000㎡以上行うときは、工事を行おうとする
日の20日前までに届出をしてください。

浸水予想区域（条例第2条２項）内における、

１．盛土や埋立等の氾濫水の貯留機能を阻害する行為（盛土等行為）

２．宅地等にするために行う土地の形質の変更。
土地の舗装や施設の形質変更等により雨水の浸透を阻害し、他の土地へ
流出する雨水量を増加させる行為（開発・舗装等行為）

■周辺住民等への周知は?【条例第６条】【規則第４条】

対象行為を行うときは、あらかじめ各種規定による届出等を行う前
に、周辺住民に対して行為の計画内容を周知し理解を得なければなりません。

■届出の計画書は?【条例第７条】

行為の内容及び雨水の流出抑制施設の整備計画を記載した計画書（図書、図
面）を届出してください。
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(1)非常災害対応のために必要な応急措置として行う行為

(2) 国又は地方公共団体が行う行為

(3) 土地改良法による認可を受けて行う土地改良事業

(4) 盛土厚５０ｃｍ未満の盛土又は埋め立て行為

(5) 通常の維持管理行為又は軽易な行為
（行為の面積が1,000㎡未満、または盛土厚50cm未満であっても連続又は隣接して行為を行い、
又は機能的に一体とみられる行為の合計面積または盛土厚がそれぞれに規定する数値を超える場合を除く。）
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行為後（計画）の土地利用

行
為
前
（
現
況
）
の
土
地
利
用

宅地等※１ 舗装
ｺﾝｸﾘｰﾄ

ゴルフ場
運動場※２ 締固められた土地 山地、林地、

耕地、原野※３

宅地等※１ 該当しない

該当しない

舗装
ｺﾝｸﾘｰﾄ 該当しない

ゴルフ場
運動場※２

該当 該当

該当しない

該当しない

締固められた土地

該当
山地、林地、
耕地、原野※３ 該当

※１ 宅地、池沼・水路・ため池、道路、鉄道幹線、飛行場、太陽光発電施設
※２ 雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る
※３ 山地、人工植生法面、林地・耕地・原野類
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✅
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